
一般社団法人静岡県建設コンサルタンツ協会 

会費及び入会金等に関する規程 
 

（目的） 

第１条 この規程は、定款第９条の規定に基づき本協会の入会金及び会費に関

する事項を定めるものとする。 

（入会金） 

第２条 正会員の入会金は、６００，０００円とする。 

（会費） 

第３条 正会員の会費は、基本会費と売上高による会費の合計額とする。 

（１）基本会費 年額 １７０，０００円 

（２）売上高会費 下表のとおり           

（単位：千円） 

 

                          

 

 

 

２．賛助会員の会費は年額 ６０，０００円とする。 

（入会金及び会費の納入） 

第４条 入会金及び会費の納入は、入会金は理事会承認の際、会費は年額を上

期、下期の２期に分け、上期分は５月末日までに、下期分は１０月末日ま

でにそれぞれ納入しなければならない。 

２．新入会者の会費は、入会時以降の月数を納入しなければならない。 

（入会金の免除） 

第５条 静岡県建設コンサルタンツ協会会員から、引続き一般社団法人静岡県

建設コンサルタンツ協会会員となったものは、入会金を免除する。 

２．退会した会員が、退会の日から３年以内に再入会しようとする場合は、理

事会の承認を受けて、入会金を免除することができる。 

（入会基準） 

第６条 新たに正会員として入会しようとするものの入会基準は次のとおりで

ある。 

（１） 建設コンサルタント登録規程に基づき登録をした業者であって、２年

以上の実績を経たもの又は、協会を退会後３年以内に再登録をした業者

であって、直近５年間で２年以上の実績を有するもの 

（２）直近２年間のコンサルタント部門の営業収入（売上高）が、いずれも

４千万円以上であること 

（３）技術者が８名以上で、そのうち資格取得者が技術士２名以上又は、技

術士１名及びＲＣＣＭ２名以上が登録されているもの (認定技術管理者

を含む) 

 ２．新たに賛助会員として入会しようとするものには、建設関連業（測量設

計業、補償コンサルタント業、地質調査業）に携わる個人または法人は除

くものとする。 

（入・退会等の手続き） 

第７条 会員の入会・退会等の手続きについては、別に定めるものとする。 

 

ランク Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

売上高 

区 分 

以上 

７社 

以上 

１４社 

以上 

２１社 

以上 

２８社 

以上 

３５社 

以下 

３６社 

会 費 ３３０ ２７５ ２２０ １６５ １１０ ５５ 



附 則 

この規程は、一般社団法人成立の日（平成２１年５月１２日）から施行し、 

平成２１年度より適用する。 

   附 則 

 この改正は、平成２６年４月１日から施行する。（入会基準第６条のうち（２）

５千万円を４千万円に変更。平成２６年度第１回理事会（26.4.25）決定） 

   附 則 

 この改正は、平成２８年４月１日から施行する。（平成２８年度定時社員総会

（28.4.22）承認。ただし、平成３１年度に、会費の再検討を行うものとする。） 

第３条 正会員の会費変更 

ア 基本会費 年額 １５５，０００円→１７０，０００円 

イ 売上高会費 下表のとおり          （単位：千円） 

 

 

                          

 

 

 

 

附 則 

この規程は、令和５年２月１日から施行する。 

 

ランク Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

売上高 

区 分 

以上 

７社 

以上 

１４社 

以上 

２１社 

以上 

２８社 

以上 

３５社 

以下 

３６社 

会 費 ３００ ２５０ ２００ １５０ １００ ５０ 

   ↓    

会 費 ３３０ ２７５ ２２０ １６５ １１０ ５５ 


